
○北海道警察ヘリポート航空灯火施設管理規程

北海道警察本部訓令第10号
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第１章 総則

（目的）

第１条 この訓令は、北海道警察が使用する北海道警察ヘリポート（以下「ヘリポート」

という。）の航空灯火施設の保守管理及び運用について必要な事項を定め、もってヘリ

ポートを使用する回転翼航空機（以下「航空機」という。）の航行を援助し、運航の安

全を確保することを目的とする。

（定義）

第２条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定める

ところによる。

1 航空灯火施設 航空灯火（以下「灯火」という。）及びこれに付帯する受配電設備、( )

電線路等をいう。

2 異常事態 不時の停電、灯火の不点、電源設備等の故障、地震、台風、火災等のた( )

め航空保安上危険のおそれがある事態をいう。

（管理責任者）

第３条 北海道警察本部（以下「警察本部」という。）に航空灯火施設の管理責任者を置

き、警備課長をもって充てる。

２ 管理責任者は、北海道警察本部長（以下「警察本部長」という。）の指揮を受け、航

空灯火施設の保守管理及び灯火の運用に当たるものとする。

（管理担当者）

第４条 管理責任者は、航空灯火施設の管理担当者を指定するものとする。

２ 管理担当者は、管理責任者を補佐し、航空灯火施設の保守管理及び灯火の運用に関す

る業務を行うものとする。

３ 管理担当者は、警察本部警備課の警部の階級にある者をもって充てる。

４ 管理責任者は、管理担当者が病気その他の理由で不在となる場合に備え、あらかじめ

その代行者を指定しておくものとする。

（事故報告）

第５条 管理責任者は、やむを得ない理由により航空灯火施設が運用できなくなった場合



又はその機能を損なうこととなった場合は、遅滞なく、その旨を警察本部長に報告する

とともに、国土交通大臣（国土交通省東京航空局保安部交通管制安全監督課長。以下同

じ。）に届け出なければならない。当該施設の運用を再開した場合又はその機能が復旧

した場合も同様とする。

第２章 保守管理

（施設に対する保安体制）

第６条 管理責任者は、管理担当者（その代行者を含む。以下同じ。）に対し、航空灯火

施設の保守管理に関する業務の遂行に必要な知識及び技能を習得させるとともに、航空

保安上危険のおそれがある異常事態の発生に際し、執るべき措置の訓練を行わなければ

ならない。

２ 管理責任者は、遮断器その他の機械の操作手順及び注意事項を機械室等の見やすい箇

所に掲示しておかなければならない。

３ 管理責任者は、高圧変電設備等の設置場所には、関係職員以外の立入りを禁止すると

ともに、その旨を表示しておかなければならない。

（維持、管理等）

第７条 管理責任者は、航空法施行規則（昭和27年運輸省令第56号。以下「規則」とい

う。）第126条の管理の基準に適合するように、航空灯火施設の維持及び管理を行うと

ともに、定期的に点検を実施しなければならない。

（点検）

第８条 管理担当者は、定められた施設を定められた基準により、次の各号に掲げる区分

に従い、それぞれ当該各号に定める点検を実施しなければならない。

1 日常点検 航空灯火施設点検記録簿（別記第１号様式）の点検項目に従い、１日１( )

回点検を行う。

2 定期点検 別に定める通達により、定期的に点検を行う。( )

3 臨時点検 次に掲げる場合に、定期点検に準じて行う。( )

ア 受配電設備に異常を認めた場合

イ 他の電気系統の事故等が当該施設に影響を与えたと認められる場合

ウ 電線路に異常を認めた場合

エ その他臨時に点検の必要を認めた場合

（異常事態の措置）

第９条 管理担当者は、航空灯火施設に異常事態を認めた場合又は異常事態の報告を受け

た場合は、別に定める通達により所要の措置を講ずるとともに、異常事態連絡系統表

（別表第１）に従い、管理責任者に報告しなければならない。

（電気回路の表示）

第10条 管理責任者は、配電盤等の見やすい位置に電気回路の系統図を回路別に分かりや

すく表示し、操作に誤りのないようにしておかなければならない。

（灯器の取替え）

第11条 機器が損傷し、又は耐用年数が経過した場合は、速やかに国土交通省東京航空局

の承認を得た機器と取り替えるものとする。

（予備品の備付け）

第12条 管理責任者は、照明設備機器等予備品表（別表第２）に定める予備品を備え付け、



その数量に不足が生じ、又は不足が生ずるおそれがある場合は、速やかに補給手続を執

らなければならない。

（障害物件の除去）

第13条 管理責任者は、建築物、植物その他の物件により、灯火の機能を損なうこととな

る場合は、直ちに当該物件の除去等必要な措置を執らなければならない。

第３章 灯火の運用

（運用上の保安体制）

第14条 管理責任者は、管理担当者に対し、灯火の運用に関する業務の遂行に必要な知識

及び技能を習得させるとともに、航空保安上危険のおそれがある異常事態の発生に際し、

執るべき措置の訓練を行わなければならない。

２ 管理責任者は、機器の操作手順及び注意事項を機器の見やすい箇所に掲示しておかな

ければならない。

（灯火の日常運用前点検）

第15条 管理担当者は、離陸又は着陸を予定する航空機の援助のために灯火を確認し、操

作盤で点灯の操作をしうる状態にしておかなければならない。

（灯火の点灯）

第16条 管理担当者は、夜間において航空機がヘリポートに離陸若しくは着陸をする場

合、上空を通過する航空機の援助のために必要と認めた場合又は昼間において機長の要

請がある場合は、次に掲げる方法で灯火を点灯しなければならない。

1 航空機の着陸予定時刻の１時間前に点灯の準備を行い、当該航空機の着陸予定時刻( )

の10分前に点灯する。ただし、緊急の場合は、この限りでない。

2 航空機が離陸した場合は、離陸してから15分間は点灯を継続する。( )

3 操縦士から点灯の要請があった場合は、可能な限りこれに応ずる。( )

（運用の停止）

第17条 管理責任者は、次に掲げる理由により灯火の運用を停止する場合は、別に定める

通達により、速やかに国土交通大臣に通報するとともに、関係機関に対し確実な方法で

連絡しなければならない。

1 天災その他の原因により飛行場又は滑走路の供給が一時停止された場合( )

2 天災その他の原因により灯火の機能が損なわれた場合又はそのおそれのある場合( )

3 工事のため灯火の機能が損なわれることとなる場合( )

4 その他やむを得ない事由により、航空灯火施設の機能を損ない、運用できなくなっ( )

た場合

（復旧）

第18条 管理責任者は、灯火が前条に掲げる理由によりその運用を停止した場合は、速や

かに復旧しなければならない。

２ 灯火が復旧した場合は、国土交通大臣に対し、運用の再開を通報するとともに、関係

機関に対し確実な方法で連絡しなければならない。

第４章 記録

（施設原簿の作成）

第19条 管理責任者は、航空灯火施設の現況を明確にするため航空灯火施設原簿（別記第

２号様式）を作成し、備え付けておかなければならない。



２ 航空灯火施設原簿には、施設図面（配置配線図、系統図及び構造図をいう。）を併せ

て備えるものとする。

３ 管理責任者は、航空灯火施設に変更があった場合は、その都度、航空灯火施設原簿に

所要事項を記入し、常に現況を確認できるようにしておかなければならない。

（日誌等の作成）

第20条 管理責任者は、次に掲げる簿冊を備え付け、航空灯火施設の保守管理及び運用に

関する所要事項を記録しておかなければならない。

1 航空灯火施設点検記録簿( )

2 航空灯火施設事故記録簿（別記第３号様式）( )

3 航空灯火施設月報（別記第４号様式）( )

（保守に関する報告）

第21条 管理担当者は、航空灯火施設月報を作成し、翌月の10日までに管理責任者に提出

しなければならない。

附 則

この訓令は、平成８年４月15日から施行する。

附 則（平成12年警察本部訓令第19号）

この訓令は、平成12年８月17日から施行する。

附 則（平成19年警察本部訓令第20号）

この訓令は、平成19年７月25日から施行する。

附 則（平成24年警察本部訓令第11号）

この訓令は、平成24年４月１日から施行する。

附 則（令和４年警察本部訓令第５号）

この訓令は、令和４年４月１日から施行する。



別表第１（第９条関係）

異 常 事 態 連 絡 系 統 表

異常事態発見者

管 理 責 任 者 管 理 担 当 者

関係機関への連絡 点 検 調 査

遮断器 ＯＦＦ 外 注 手 配

修 理 ・ 点 検



別表第２（第12条関係）

照 明 設 備 機 器 等 予 備 品 表

予備
航空灯火種別 備 品 種 別 規 格 ・ 型 式 等 呼称 備 考

数量

キセノンランプ
飛 行 場 灯 台 電 球 １ 個

100Ｖ60Ｗ

灯 器 ＦＬＯ－10（改） １ 灯

境 界 灯

ＪＤ110Ｖ
電 球 ８ 個

85Ｗ

灯 器 ＦＬＯ－10（改） １ 灯

ＪＤ110Ｖ
境 界 誘 導 灯 電 球 ９ 個

85Ｗ

ＦＬＯ－10（改）
フィルター １ 枚

用緑色

ＲＦ100Ｖ
電 球 ４ 個

180Ｗ

風 向 灯

吹 流 し 2.4ｍ １ 個

ハロゲン電球灯光器
灯 器 １ 灯

（1,000Ｗ）

着陸区域照明灯

ハロゲンランプＪ220Ｖ
電 球 ４ 個

1,000Ｗ



別記第１号様式（第８条関係）

（その１）

管理責任者 管理担当者

航 空 灯 火 施 設 点 検 記 録 簿

（ 灯 火 機 器 ）

年 月
点 検 項 目

日 日 日 日 日 日 日

点 検 者

点検時刻 ：

一般事項 天 候

気 温

湿 度

点灯時刻 ：

運 用 消灯時刻 ：

点灯時間 ：

点 灯 は 正 常 か
飛 行 場

閃 光 は 正 常 か

レ ン ズ 、 フ ィ ル タ ー は 正 常 か
灯 台

風 向 灯 点灯は正常か

着陸区域照明灯 点灯は正常か

境 界 灯 点灯は正常か

境 界 誘 導 灯 点灯は正常か

航 空 障 害 灯 点灯は正常か

特記事項

74 40 090 航空灯火施設点検記録簿 ２年

注１ 記入例 ○良好 △要注意 ▲処理済 ×処理要

２ 規格は、Ａ列４番縦長とする。



（その２）

管理責任者 管理担当者

航 空 灯 火 施 設 点 検 記 録 簿

（配電盤、予備発電装置、操作盤）

年 月
点 検 項 目

日 日 日 日 日 日 日

外観（施錠、さび、湿気）

ラ ン プ 切 れ の 有 無

配電盤 発熱、異音、振動の有無

臭気の有無（焦げ臭い）

異音、振動、臭気の有無
予備発

冷 却 水 温 度 は 正 常 か
電装置

潤滑油の量、圧力は正常か
（週１

発電の電圧、周波数は正常か
回 点

燃 料 は 規 定 量 以 上 か
検 ）

表示ランプ
飛 行 場 灯 台

操作ボタン

表示ランプ
風 向 灯

操作ボタン

表示ランプ
着 陸 区 域 照 明 灯

操作ボタン
操作盤

表示ランプ
境 界 灯

操作ボタン

表示ランプ
境 界 誘 導 灯

操作ボタン

表示ランプ
航 空 障 害 灯

操作ボタン

74 40 090 航空灯火施設点検記録簿 ２年



別記第２号様式（第19条関係）

航 空 灯 火 施 設 原 簿 北海道警察ヘリポート

許 可 番 号 許 可 年 月 日 完 成 検 査 年 月 日
設 置 許 可 申 請

機 器 名 型 式 メ ー カ ー 製 造 年 月 定 格 備 考

過電流遮断器

操作スイッチ

配電主 計 器

要機器 変 圧 器

表 示 灯

補助リレー

原 動 機

予備発 発 電 機

電装置 蓄 電 池

操 作 盤

種 類 概 要 ・ 型 式 メ ー カ ー 設置数 備 考

飛行場灯台 １ 基

風 向 灯 １ 基

飛行場 ４ 基着陸区域照明灯

灯 火 境 界 灯 ８ 灯

境界誘導灯 ９ 灯

航空障害灯 １ 灯

事 項 内 容 許 可 番 号 許 可 年 月 日 備 考

工事改

修経歴

74 40 100 航 空 灯 火 施 設 原 簿 長期

注 規格は、Ａ列４番縦長とする。



別記第３号様式（第20条関係）

管理責任者 管理担当者

航 空 灯 火 施 設 事 故 記 録 簿

１ 事 故 発 生 日 時 年 月 日 （ ） 時 分 天 候

２ 応 急 復 旧 日 時 年 月 日 （ ） 時 分 天 候

３ 事 故 発 生 場 所

４ 事 故 発 生 工 作 物

５ 工 作 物 の 設 置 年 月 日 年 月 日

６ 工作物の設置メーカー

７ 事 故 状 況

８ 応 急 修 理 内 容

９ 事 故 修 理 内 容

10 復 旧 完 了 日 時 年 月 日 （ ） 時 分

11 通 報 の 有 無 有 （相手先： ）、無

12 事故発生に係る通報日時 年 月 日 （ ） 時 分

13 復 旧 に 係 る 通 報 日 時 年 月 日 （ ） 時 分

14 事 故 原 因

15 特記事項（写真・図）

74 40 110 航空灯火施設事故記録簿 ２年

注 規格は、Ａ列４番縦長とする。



別記第４号様式（第20条関係）

管理責任者 管理担当者

航 空 灯 火 施 設 月 報

（ 年 月 ）

項 目 記 事 実施日

異 常 の 有 無 ・ 内 容 ・ 処 置

取 替 部 品 の 名 称 ・ 数 量
配電盤

改修、保守の内容・結果・施工者

定期点検の実施結果・問題点

異 常 の 有 無 ・ 内 容 ・ 処 置

予備発 取 替 部 品 の 名 称 ・ 数 量

改修、保守の内容・結果・施工者電装置

定期点検の実施結果・問題点

異 常 の 有 無 ・ 内 容 ・ 処 置

取 替 部 品 の 名 称 ・ 数 量
操作盤

改修、保守の内容・結果・施工者

定期点検の実施結果・問題点

灯 器 電 球
種 類 設置数

型 式 取替数 在庫数 型 式 取替数 在庫数

飛 行 場 灯 台 １ 基

灯 火 風 向 灯 １ 基

機 器 着陸区域照明灯 ４ 基

境 界 灯 ８ 灯

境 界 誘 導 灯 ９ 灯

航 空 障 害 灯 １ 灯

特 記

事 項

74 40 090 航 空 灯 火 施 設 月 報 ３年

注 規格は、Ａ列４番縦長とする。


